
東京都バス運行対策費補助金交付要綱 

 

１３都市施調第３８４号 

平成１３年１０月１２日 

改正１４都市基調第２６７号 

平成１４年 ７月 ９日 

改正１５都市基調第２７９号 

平成１５年 ７月 ９日 

改正１８都市基調第１８２号 

平成１８年 ８月 ３日 

改正１９都市基調第２３２号 

平成１９年 ７月２４日 

改正２０都市基調第２６０号 

平成２０年７月１５日 

改正２１都市基調第６８３号 

平成２１年１１月１０日 

改正２３都市基調第５７１号 

平成２３年１２月 ６日 

改正２４都市基調第７０４号 

平成２４年１２月２７日 

改正 ２都市基調第６１９号 

令和２年１２月 ８日 

改正 ３都市基調第５８５号 

令和３年１２月 １日 

 

 

この要綱に基づき交付する補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行

令（昭和３０年政令第２５５号）及び東京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１

４１号）に定めるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第１条 地域間幹線系統確保維持費補助金（以下「補助金」という。）は、過疎現象等による

輸送人員の減少のため、地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難となっている路線

に対し、生活交通路線の確保対策の一環として、広域的・幹線的なバス路線の運行を維持

するために助成するものであり、もって地域住民の福祉を確保することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

一 補助対象地域 

西多摩及び八王子西部地域 

二 地域間幹線系統確保維持協議会   

    補助対象地域における生活交通路線の確保のため、東京都（以下「都」という。）が主

体となり、国、関係市町村、関係事業者等の構成員によって設置されるものをいう。 

三 生活交通路線 

地域間幹線系統確保維持協議会（以下「協議会」という。）において地域住民の生活に

必要な旅客自動車運送の確保のために、維持・確保が必要と認められ、東京都知事（以

下「知事」という。）が指定し、かつ、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。 

（イ）複数市町村にまたがるもの 

（ロ）キロ程が１０キロメートル以上のもの 



（ハ）１日当たりの輸送量が１５人から１５０人までのもの 

（ニ）１日当たりの運行回数が３回以上のもの。ただし、協議会が認めた場合は、平日１

日当たりの運行回数が３回以上のものとする。 

（ホ）別表１に定める西多摩地域広域行政圏に位置する市町村で総合病院等医療機関、学

校等の公共施設及び商業施設等が存在するなど、生活基盤が整備されていると協議会が

認めたもの 

（ヘ）経常収益が経常費用の２０分の１１以上の路線又は経常収益が経常費用の２０分の

１１に満たない路線で、市町村が補助することにより経常収益が経常費用の２０分の１

１に相当する額に達するもの 

四 乗合バス事業者 

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イの一般乗合旅客自動車運送

事業（以下「乗合バス事業」という。）を経営する者をいう。 

五 補助対象期間 

補助金の交付を受けようとする会計年度の９月３０日を末日とする１年間をいう。 

六 輸送量 

次式によって算出された数値をいう。 

平均乗車密度×運行回数 

七 地域キロ当たり標準経常費用 

乗合バス事業の運賃原価算定基準（一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金の上

限の認可に関する処理方針（平成２０年６月２７日付国自旅第１１６号）に基づく基準）

を準用して算定された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バ

ス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含

む地域の実車走行キロ１キロメートル当たりの標準経常費用を基礎として、次式により

計算して得られた額をいう。 

 

地域実績キロ当たり標準経常費用× 

                     地域の過去３年間の平均増減率 

                 （１＋                 ） 

                           ２ 

 

八 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 

補助対象期間の乗合バス事業者の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した

１キロメートル当たりの経常費用をいう。 

九 補助対象経常費用 

第７号の地域キロ当たり標準経常費用と前号の乗合バス事業者キロ当たり経常費用と

を比較し、いずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額

をいう。 

 

（地域間幹線系統確保維持計画の作成） 

第３条 補助金を受けようとする乗合バス事業者は、協議会における協議結果を踏まえ知事

が策定する地域間幹線系統確保維持計画に記載する事項に関する資料を提出するものとす

る。 

２ 前項の規定は、知事が地域間幹線系統確保維持計画について、生活交通路線を追加又は

収支改善計画策定路線の改善方針を変更しようとするときも同様とする。 

 

（地域間幹線系統確保維持計画の実施） 

第４条 地域間幹線系統確保維持計画が計画どおり実施されないために、生活交通路線の確

保に支障が生じるおそれがあると認められるときは、知事は、乗合バス事業者に対し、そ

の実施のために必要な措置を講ずることを求めることができる。 

２ 知事は、乗合バス事業者が前項の求めに係る措置を講じていないために補助金交付の目



的達成が困難となると認めるときは、補助金の全部又は一部の不交付の措置をとることが

できる。 

 

（補助金の交付対象地域） 

第５条  補助金の交付対象地域は、第２条第１号に定める補助対象地域とする。 

 

（補助金の交付額） 

第６条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、次条第１項の補助事業に係る補助対象

経費の２分の１に相当する額とする。 

 

（補助事業の基準） 

第７条 補助金の交付対象となる補助事業は、次の各号に掲げる基準に適合するものとする。 

一 補助対象路線は、生活交通路線であって、補助対象期間に当該生活交通路線の運行に

よって得た経常収益の額が同期間の当該生活交通路線の補助対象経常費用に達していな

い額とする。  

二 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益との差額とする。ただし、他の運

行系統との競合区間の合計が５０パーセント以上の生活交通路線であって、当該競合運

行系統の輸送量の和が１日当たり１５０人を超えるものに係る補助対象経費の額は、次

式により計算された額とする。 

 

当該生活交通路線の補助対象経常費用と経常収益との差額× 

当該生活交通路線の総キロ程－競合区間に係るキロ程 

        （                               ） 

                 当該生活交通路線の総キロ程 

 

三 補助対象経費の額は、平均乗車密度が５人未満の生活交通路線については、当該運行

系統の１日の輸送量を５人で除した数値（端数切捨て）を運行回数とみなした場合の当

該運行回数分に相当する額とする。 

四 補助対象経費の額は、補助対象経常費用の２０分の９に相当する額を限度とする。 

２ 補助対象路線の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定

するものとする。 

３ 補助対象事業者は、乗合バス事業者であって、協議会の結果に基づいて知事が別に定め

る一定の要件の下で、最も少ない補助金で生活交通路線を運行するものを選定する。 

 

（補助金の交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、第１号様式による地域間幹線系統確保維持費

補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて補助金の交付を受けようとする会計年度の１

１月３０日までに知事に提出するものとする。 

一 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則（昭和３９年運輸省令第２１号）

第２条第２項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類 

二   第１号の２様式による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算

定表（補助対象路線に係るものに限る。） 

三  その他知事が必要と認めるもの 

 

（補助金の交付決定及び額の確定等） 

第９条 知事は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるとき

は補助金の交付の決定及び額の確定を行い、第２号様式による補助金の交付の決定及び額

の確定通知書をもって、当該申請者にその旨を通知する。 

 

（補助金の経理等） 



第１０条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理

と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。 

２ 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受け

た日の属する会計年度の終了後５年間保存しておくものとする。 

 

（補助金の交付の取消し及び返還） 

第１１条 知事は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号の一に該当すると認め

るときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金

の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

一 この要綱の規定に違反したとき。 

二 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。 

三 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。 

 

附 則（平成１３年１０月１２日１３都市施調第１８４号） 

第１条 この交付要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

２ 平成１２年１０月１日から平成１３年３月３１日までの補助対象期間に係る第２種生活

路線に対する補助金については、「平成１３年度地方バス路線維持費東京都補助金交付要

綱」に基づいて補助するものとする。 

３ 平成１３年度の補助対象期間は、平成１３年４月１日から９月末日までの６ヶ月間とし、

都と市町村の負担については別途調整する。 

（令和２年度における補助金の特例） 

第２条 令和２年度における補助金の交付については、協議会において地域住民の生活に必

要な旅客自動車運送の確保のために、維持・確保が必要と認められ、知事が指定した路線

であって、第２条第３号（イ）から（ホ）までの要件を満たし、かつ、経常収益が経常費

用の２０分の１１以上の路線又は経常収益が経常費用の２０分の１１に満たない路線で、

市町村が第３条第１項の地域幹線系統確保維持計画において計画した負担額以上の補助を

行うものについては、第２条第３号の生活交通路線とみなして、この交付要綱の規定を適

用する。 

２ 前項の場合におけるこの交付要綱の規定の適用については、第７条第２項中「当該補助

対象期間の末日における状態」とあるのは「第３条第１項の地域間幹線系統確保維持計画

において計画した当該補助対象期間の末日における状態」と、第８条中「補助金の交付を

受けようとする会計年度の１１月３０日」とあるのは「令和２年１２月３１日」とする。 

（令和３年度における補助金の特例） 

第３条 令和３年度における補助金の交付については、協議会において地域住民の生活に必

要な旅客自動車運送の確保のために、維持・確保が必要と認められ、知事が指定した路線

であって、第２条第３号（イ）から（ホ）までの要件を満たし、かつ、経常収益が経常費

用の２０分の１１以上の路線又は経常収益が経常費用の２０分の１１に満たない路線で、

市町村が第３条第１項の地域幹線系統確保維持計画において計画した負担額以上の補助を

行うものについては、第２条第３号の生活交通路線とみなして、この交付要綱の規定を適

用する。 

２ 前項の場合におけるこの交付要綱の規定の適用については、第７条第２項中「当該補助

対象期間の末日における状態」とあるのは「第３条第１項の地域間幹線系統確保維持計画

において計画した当該補助対象期間の末日における状態」と、第８条中「補助金の交付を

受けようとする会計年度の１１月３０日」とあるのは「令和３年１２月３１日」とする。 

    

附  則（平成１４年７月９日１４都市基調第２６７号） 

 この交付要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

附  則（平成１５年７月９日１５都市基調第２７９号） 

この交付要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 



 

附  則（平成１８年８月３日１８都市基調第１８２号） 

この交付要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附  則（平成１９年７月２４日１９都市基調第２３２号） 

この交付要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附  則（平成２０年７月１５日２０都市基調第２６０号） 

この交付要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附  則（平成２１年１１月１０日２１都市基調第６８３号） 

この交付要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附  則（平成２３年１２月６日２３都市基調第５７１号） 

この交付要綱は、平成２３年１２月６日から施行し、平成２３年４月１日に遡及して適用

する。 

 

附  則（平成２４年１２月２７日２４都市基調第７０４号） 

この交付要綱は、平成２４年１２月２７日から施行し、平成２４年４月１日に遡及して適

用する。 

 

附  則（令和２年１２月８日２都市基調第６１９号） 

この交付要綱は、令和２年１２月８日から施行し、令和元年１０月１日に遡及して適用す

る。 

 

附 則（令和３年１２月１日３都市基調第５８５号） 

この交付要綱は、令和３年１２月１日から施行し、令和２年１０月１日に遡及して適用す

る。 

 


